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＜今回の相談事例＞ 

フリマアプリで新品と書かれていた服を購入し、代金をフリマアプリ運 

営会社事業者に支払った。しかし、後日届いた商品は使用感があり、新 

品ではなかった。運営事業者に問い合わせたところ、「アプリ内のメッセ 

ージ機能で出品者と直接話し合って」と言われた。そこで出品者にメッ 

セージを送ると「先に評価をしてくれたら、返金する」と言ってきたの 

で、評価するとその後一切連絡が取れなくなってしまった。   

 （相談者１０代 女性）                                                                                                                           

                                                      
【アドバイス】 
●フリマサービスでの商品売買は個人間取引です。 

フリマアプリ等の個人間取引（購入者と出品者の双方が消費者個人）でのトラブ

ルは、当事者間で解決を図るように求められています。しっかり理解した上で利

用しましょう。 

 

●利用規約を理解して慎重に取引をしましょう。 

フリマサービスでは商品到着後に購入者が出品者を「評価」することで、自分が

支払った代金が運営事業者から出品者に振り込まれるシステムになっていること

があります。商品の到着前や届いた商品に納得する前に「評価」すると、代金だ

け支払われて出品者と連絡が取れなくなるケースもあります。利用規約をよく理

解して、慎重に取引しましょう。 

 

●不安や疑問を感じたら相談しましょう 

当事者間で話し合っても、運営事業者に相談しても交渉が進まない場合がありま

す。問題点の整理等が必要な時は、消費生活センターに相談してください。 

ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 
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